
京都市教育委員会教育長訓令甲第３号   

事務局 

 京都市教育委員会事務局事務分掌細則の一部を次のように改正する。 

  平成２２年３月３１日 

京都市教育委員会 

教育長 高桑三男 

 第２条を次のように改める。 

（総務部） 

第２条 総務部の事務分掌の細目は，次のとおりとする。 

総務課 

 ⑴ 局内及び部内庶務に関すること。 

 ⑵ 局内事務の連絡及び調整並びに改善に関すること。 

 ⑶ 儀式，表彰及び寄附受納に関すること。 

 ⑷ 教育委員に関すること。 

 ⑸ 事務局職員及び教育関係職員（学校及び幼稚園に勤務する教職員を除く。）の人

事，研修等に関すること。 

 ⑹ 事務局職員及び教育関係職員（学校及び幼稚園に勤務する教職員を除く。）の職

員証及び職員き章に関すること。 

 ⑺ 事務局職員及び教育関係職員（教職員を除く。）の給与及び福利厚生に関するこ

と。 

 ⑻ 学校及び教育機関の防災及び危機管理に係る調査，企画，連絡調整及び指導に

関すること。 

 ⑼ 経伺文書の審査並びに文書（学校文書を除く。）の収受，発送，編さん及び保存



に関すること。 

 ⑽ 行財政運営の効率化及び適正化に係る施策の企画及び調整に関すること。 

 ⑾ 広報資料の作成及び刊行並びに広報事務及び広聴事務の連絡調整に関すること。 

 ⑿ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定する教育行政に関する相談に

関すること。 

 ⒀ 報道機関との連絡調整に関すること。 

 ⒁ 陳情に関すること。 

 ⒂ 政策に係る事務の企画及び調整に関すること。 

 ⒃ 事務事業の執行管理に関すること。 

 ⒄ 市会との連絡に関すること。 

 ⒅ 会議，協議会等に関すること。 

 ⒆ 職員団体及び労働組合に関すること。 

 ⒇ 事務局職員及び教育関係職員の労務管理及び勤務条件の計画立案に関すること。 

 (21) 管理者の研修に関すること。 

 (22) 学校法人に関すること。 

 (23) 予算及び決算に関すること。 

 (24) 収入に関すること。 

 (25) 教育目的のための基金の管理に関すること。 

 (26) 特命による調査，企画及び立案に関すること。 

 (27) 総務部の他の課及び室並びに他の部及び室の所管に属しないこと。 

 (28) 課内庶務に関すること。 

 学校文書集配センター 

 ⑴ 事務局及び学校その他の教育機関の間の文書類の集配に関すること。 



 ⑵ 文書類の集配計画に関すること。 

調査課 

 ⑴ 条例，規則及び規程の原案審査並びに法規の解釈に関すること。 

 ⑵ 教育関係例規集の編さん，整理及び保存に関すること。 

 ⑶ 学校文書に係る制度に関すること。 

 ⑷ 学校の設置及び廃止に関すること。 

 ⑸ 小学校及び中学校の通学区域に関すること。 

 ⑹ へき地スクールバス及び京北地域スクールバスに関すること。 

 ⑺ 児童及び生徒の就学に関すること。 

 ⑻ 訴訟及び不服申立てに関すること。 

 ⑼ 学校経理事務及び学校預り金等に係る事務に関する調査，企画，指導及び相談

に関すること。 

 ⑽ 学校物件費の配分及び精算に関すること。 

 ⑾ 学校校教具等の整備計画並びに選定及び配分に関すること。 

 ⑿ 新設校及び増改築校の初度調弁に関すること。 

 ⒀ 学校の物品会計事務に関すること。 

 ⒁ 産業教育の設備及び備品の拡充に関すること。 

 ⒂ 学校経理事務の連絡調整に関すること。 

 ⒃ 児童及び生徒の就学援助に関すること。 

 ⒄ 児童及び生徒の要保護及び準要保護の認定に関すること。 

 ⒅ 学校給食補給金に関すること。 

 ⒆ 児童及び生徒の医療援助に関すること。 

 ⒇ 幼稚園児の就園助成に関すること。 



 (21) 保育料の減免の審査に関すること。 

 (22) 育成学級の児童及び生徒の就学助成に関すること。 

 (23) 児童及び生徒の遠距離通学費の補助に関すること。 

 (24) 学校歴史博物館との連絡調整に関すること。 

 (25) 教育委員会の所管に属する土木工事の検査に関すること。 

 (26) 課内及び凌風小中学校開設準備室の庶務に関すること。 

凌風小中学校開設準備室 

 ⑴ 凌風小学校及び凌風中学校の開設に係る企画及び立案に関すること。 

 ⑵ 凌風小学校及び凌風中学校の開設に係る調査及び研究に関すること。 

 ⑶ 凌風小学校及び凌風中学校の開設に係る学校及び関係機関との連絡調整に関す

ること。 

教職員給与課 

 ⑴ 教職員の福利厚生に関すること。 

 ⑵ 学校及び幼稚園に勤務する教職員の生涯生活設計に関すること。 

 ⑶ 教職員の公務災害の申請等に関すること。 

 ⑷ 教職員並びに事務局及び教育機関に勤務する嘱託員及び臨時的任用職員の給与

に関すること。 

 ⑸ 学校及び幼稚園に勤務する教職員の旅費等に関すること。 

 ⑹ 学校及び幼稚園に勤務する教職員の職員証及び職員き章に関すること。 

 ⑺ 課内及び教職員人事課の庶務に関すること。 

教職員人事課 

 ⑴ 学校及び幼稚園に勤務する教職員の給与及び人事に関する調査，企画及び統計

並びに資料の収集に関すること。 



 ⑵ 教職員の昇給及び昇格に関すること。 

 ⑶ 学校及び幼稚園に勤務する教職員の退職手当に関すること。 

 ⑷ 学校及び幼稚園に勤務する教職員の人事記録に関すること。 

 ⑸ 学校及び幼稚園に勤務する教職員の身分に関する諸証明に関すること。 

 ⑹ 学校及び幼稚園に勤務する教職員の免許状の申請に関すること。 

 人事主事室 

 ⑴ 学校及び幼稚園に勤務する教職員の選考，任免，賞罰，服務その他身分に関す

ること。 

 ⑵ 学校及び幼稚園に勤務する教職員の評価に関すること。 

 ⑶ 学校及び幼稚園に勤務する教職員の定数，配置及び組織に関すること。 

 ⑷ 学級編制の設定に関すること。 

 ⑸ 校長及び園長の事務引継ぎに関すること。 

教育環境整備室 

 ⑴ 学校その他の教育機関の建物の管理及び営繕計画に関すること。 

 ⑵ 学校の電話架設に関すること。 

 ⑶ 学校施設の目的外使用に関すること。 

 ⑷ 選挙公営による校舎の使用に関すること。 

 ⑸ 学校その他の教育機関の施設及び用地の高度活用に関すること。 

 ⑹ 学校その他の教育機関の土地の取得及び処分計画に関すること。 

 ⑺ 学校用地の管理に関すること。 

 ⑻ 学校その他の教育機関の用地に係る整備計画の立案及び実施に関すること。 

 ⑼ 学校その他の教育機関の用地の測量に関すること。 

 ⑽ 学校その他の教育機関の緑化に関すること。 



 ⑾ 学校プールの整備計画に関すること。 

 ⑿ 学校その他の教育機関の用地及びプールの工事に係る設計，施行及び監督に関

すること。 

 ⒀ 工事用材料等の現場検収に関すること。 

 ⒁ 学校その他の教育機関の建物の取得及び処分計画に関すること。 

 ⒂ 学校その他の教育機関の建物の新築及び増改築計画に関すること。 

 ⒃ 学校その他の教育機関の施設に係る国庫補助及び起債に関すること。 

 ⒄ 学校施設の小規模な修繕及び環境整備に係る計画及び実施に関すること。 

 ⒅ 産業教育の施設の拡充に関すること。 

 ⒆ 室内庶務に関すること。 

 第２条の次に次の３条を加える。 

（指導部） 

第３条 指導部の事務分掌の細則は，次のとおりとする。 

学校指導課 

 ⑴ 学校教育に係る企画及び立案並びに連絡調整に関すること。 

 ⑵ 学校教育に係る重要な事務事業の調査及び研究に関すること。 

 ⑶ 幼稚園教育，小学校教育，中学校教育及び高等学校教育に関すること。 

 ⑷ 学校教育活動の振興に関すること。 

 ⑸ 高等学校の通学区域の設定及び変更に関すること。 

 ⑹ 公立高等学校の入学者選抜に関すること。 

 ⑺ 小中一貫教育の推進に係る企画及び立案並びに連絡調整に関すること。 

 ⑻ 学力向上の推進に係る企画及び立案並びに連絡調整に関すること。 

 ⑼ 家庭及び地域と連携した学校運営の支援に関すること。 



 ⑽ 人権教育に係る企画及び立案並びに連絡調整に関すること。 

 ⑾ 人権教育に係る事業の実施に関すること。 

 ⑿ 教育機関との連絡調整に関すること。 

 ⒀ 部内，課内及び開睛小中学校教育企画推進室の庶務に関すること。 

 指導主事室 

 ⑴ 学校運営の指導に関すること。 

 ⑵ 教育課程に係る基準の設定及び指導に関すること。 

 ⑶ 教科用図書の採択その他教材の使用に係る指導に関すること。 

 ⑷ 教育評価に係る指導に関すること。 

 ⑸ 進路指導に関すること。 

 ⑹ 総合教育センターが行う研修その他の事業の援助に関すること。 

 ⑺ 学校教育活動の指導に係る連絡調整に関すること。 

 ⑻ 人権教育に係る指導に関すること。 

 ⑼ 他の課等の所管に属さない学校教育活動の指導に関すること。 

開睛小中学校教育企画推進室 

 ⑴ 開睛小学校及び開睛中学校の教育に係る企画及び立案に関すること。 

 ⑵ 開睛小学校及び開睛中学校の教育に係る調査及び研究に関すること。 

 ⑶ 開睛小学校及び開睛中学校の教育に係る学校及び関係機関との連絡調整に関す

ること。 

総合育成支援課 

 ⑴ 障害のある幼児，児童及び生徒の教育に関すること。 

 ⑵ 障害のある幼児，児童及び生徒の教育に係る助成に関すること。 

 ⑶ 総合支援学校（京都市立特別支援学校条例により設置する特別支援学校のこと



をいう。以下同じ。）の通学用バスの管理に関すること。 

 ⑷ 障害のある市民の生涯学習に関すること。 

 ⑸ 課内庶務に関すること。 

 指導主事室 

 ⑴ 障害のある幼児，児童及び生徒の教育に係る指導に関すること。 

 ⑵ 障害のある幼児，児童及び生徒の教育に係る業務に直接従事する教職員の指導

に関すること。 

 ⑶ 就学指導に関すること。 

 ⑷ 総合支援学校及び育成学級の教育課程に係る基準の設定及び指導に関すること。 

 ⑸ 総合支援学校及び育成学級の教科用図書の採択その他教材の使用に係る指導に

関すること。 

 ⑹ 総合支援学校及び育成学級における教育評価に係る指導に関すること。 

 ⑺ 総合支援学校及び育成学級における進路指導に関すること。 

 ⑻ 障害のある幼児，児童及び生徒の教育に係る機関等との連絡調整に関すること。 

 発達障害支援室 

 ⑴ 発達障害のある幼児，児童及び生徒の教育に係る指導に関すること。 

 ⑵ 発達障害のある幼児，児童及び生徒の教育に係る業務に直接従事する教職員の

指導に関すること。 

 ⑶ 発達障害のある幼児，児童及び生徒の教育に係る機関等との連絡調整に関する

こと。 

情報化推進総合センター 

 ⑴ 情報化の推進に関する調査及び企画並びに連絡調整に関すること。 

 ⑵ 学校文書の電算化及び学校文書の取扱い（学校文書に係る制度に関することを



除く。）に関すること。 

 ⑶ 学校事務の手引の編さん，整理，保存及び電算化に関すること。 

 ⑷ 教育行財政の調査及び教育事務に関する統計処理に関すること。 

 ⑸ 教育に関する統計並びに資料の収集及び編さんに関すること。 

 ⑹ 調査統計，統計処理等に関すること。 

 ⑺ 統計技術の指導及び普及に関すること。 

 ⑻ 局内の統計調査の連絡及び調整に関すること。 

 ⑼ 情報教育に係る企画及び調査研究に関すること。 

 ⑽ 情報教育に係る指導及び教職員の研修に関すること。 

 ⑾ 情報教育に係る生徒の実習に関すること。 

 ⑿ センター内庶務に関すること。 

生徒指導課 

 ⑴ 生徒指導に係る事業の実施に関すること。 

 ⑵ 子ども会その他の少年団体の運営指導及び連絡調整に関すること。 

 ⑶ 子ども会その他の少年団体の指導者の養成及び研修に関すること。 

 ⑷ 児童文化の育成に関すること。 

 ⑸ 京都市少年合唱団の運営に関すること。 

 ⑹ 野外教育センター奥志摩みさきの家に関すること。 

 ⑺ 野外活動施設花背山の家との連絡調整に関すること。 

 ⑻ 日野野外活動施設に関すること。 

 ⑼ 静原キャンプ場その他の野外教育施設に関すること。 

 ⑽ 不登校の児童及び生徒の教育に関すること。 

 ⑾ 中学校二部学級の運営に関すること。 



 ⑿ 教育相談総合センターに関すること。 

 ⒀ 課内庶務に関すること。 

 指導主事室 

 ⑴ 生徒指導及び補導に関すること。 

 ⑵ 生徒指導及び補導に係る業務に直接従事する教職員の指導に関すること。 

 ⑶ 少年サポートセンターその他の生徒指導に係る機関及び団体との連絡調整に関

すること。 

（体育健康教育室） 

第４条 体育健康教育室の事務分掌の細則は，次のとおりとする。 

 ⑴ 学校保健に係る調査，企画及び指導に関すること。 

 ⑵ 就学時の健康診断に関すること。 

 ⑶ 幼児，児童及び生徒並びに教職員の健康の保持増進に関すること。 

 ⑷ う歯その他の疾病の予防等に関すること。 

 ⑸ 学校環境衛生の維持向上に関すること。 

 ⑹ 学校保健に関する関係機関及び諸団体との連絡調整に関すること。 

 ⑺ 学校安全の普及及び充実に関すること。 

 ⑻ 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付事務に関すること。 

 ⑼ 幼児，児童及び生徒の危害事故防止活動の推進に関すること。 

 ⑽ 全市的規模で行う児童及び生徒の体育大会の計画及び実施に関すること。 

 ⑾ 全国高等学校総合体育大会に関すること。 

 ⑿ 学校体育活動の指導及び助言に関すること。 

 ⒀ 学校体育諸団体の体育活動の助成に関すること。 

 ⒁ 児童及び生徒の競技力向上対策に関すること。 



 ⒂ 学校体育施設及び用具の整備計画に関すること。 

 ⒃ 学校体育諸団体との連絡調整に関すること。 

 ⒄ スポーツ少年団その他の体育諸団体に関すること。 

 ⒅ 学校給食の企画及び調査に関すること。 

 ⒆ 学校給食の普及及び充実に関すること。 

 ⒇ 学校における給食指導に関すること。 

 (21) 学校給食の調理及び栄養指導に関すること。 

 (22) 学校給食における衛生管理に関すること。 

 (23) 給食調理員の研修に係る企画及び連絡調整に関すること。 

 (24) 京都市学校給食協会その他給食関係諸団体との連絡調整に関すること。 

 (25) 室内庶務に関すること。 

（生涯学習部） 

第５条 生涯学習部の事務分掌の細則は，次のとおりとする。 

 ⑴ 社会教育施設の設置及び運営に係る連絡調整に関すること(他部の所管に属す

るものを除く。)。 

 ⑵ 地域における生涯学習の振興及びその支援に関すること。 

 ⑶ 生涯学習の振興に係る計画に関すること。 

 ⑷ 生涯学習に係る調査及び研究に関すること。 

 ⑸ 生涯学習推進のための関係機関との連絡調整に関すること。 

 ⑹ 社会教育委員に関すること。 

 ⑺ 地域における成人の教養及び技術の向上に関すること。 

 ⑻ 女性及び青年の教養及び技術の向上に関すること。 

 ⑼ 社会教育関係団体の指導育成に関すること。 



 ⑽ 社会教育関係団体等との連絡調整並びに指導者の養成及び研修に関すること。 

 ⑾ 人権思想の普及及び高揚を図るための啓発活動の調整に関すること。 

 ⑿ 家庭の教育力を高める学校教育活動の支援に関すること。 

 ⒀ 学校，家庭及び地域団体相互の連携の促進及び調整に関すること。 

 ⒁ 児童及び生徒の健全育成等に係る地域活動の振興の支援に関すること。 

 ⒂ 放課後まなび教室の推進に係る企画及び調査並びに関係機関との連絡調整に関

すること。 

 ⒃ 部内庶務に関すること。 

   附 則 

 この訓令は，平成２２年４月１日から施行する。 

（教育委員会事務局総務部総務課） 


